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＜第４項以降の会社回答＞
　　● 現行の支払い条件などを以下の通り改善すること。
　　　  ①「成績率」の適用については、実施しないこと。
　　 【会社側回答】 民間他社と比較しても妥当であり、変更する考えはない。

　　　  ② 満５５歳以上の社員については、満５５歳に達する日の属する月の末日における
　　　  　 基準内賃金の３．６ヵ月分を、満５７歳以上の社員については満５７歳に達する日
　　　  　 の属する月の末日における基準内賃金の３．６ヵ月分を支払うこと。
　　 【会社側回答】 支給方法は現行で妥当であり、取扱いを変更する考えはない。

　　● グリーンスタッフ社員については、社員に準じた取扱いを行うこと。
　　 【会社側回答】 現在、精勤手当を支払っており、取扱いを変更する考えはない。

　　● エルダー社員の精勤手当については、基準定額単価をそれぞれ 5,000 円引き上げること。
　　 【会社側回答】 精勤手当については現行水準で妥当と考えている。


